
旅券の申請及び交付について            別添資料２ 

＊現在有効な旅券を所持していない方，現旅券が機械読み取り式旅券又はＩＣ旅券の方 

旅券は郵送で交付することができません。ご本人に直接手渡しで交付します。 

一日総領事館での受領を希望される方は，事前に当館まで申請書を請求の上、申請を行

って下さい。本案内に同封した「旅券申請書請求書」に必要事項をご記入の上，必要書類・返

信用切手付封筒等と共に当館まで郵送下さい。折り返し当館から申請書等を返送しますの

で，返送された申請書に必要事項を記入の上、必要書類とともに当館まで郵送下さい。申請

書の郵送は、平成２４年２月２４日（金）当館必着。申請書の「請求」とお間違えのないようお願

いします。 

一日総領事館での申請も受け付けますが，後日，ご本人が当館（メルボルン）で受領いた

だく必要があります。 

＊機械読み取り式でない旧型旅券（顔写真が貼付式のもの）からＩＣ旅券に変更する方 

事前に郵送で申請し，一日総領事館で受領する方法の他，一日総領事館で申請していた

だき，約１～２週間後に郵送で受領することも可能です。 

※現在お持ちの旅券が旧型かどうか分からない方は領事部までお問い合わせ下さい｡ 

１ 事前申請の方法 

（１）申請書の請求 

以下の書類を当館領事部まで郵送して下さい。折り返し当館から申請書及び記入見本等必

要書類を返送します。 

①別紙「旅券申請書請求書」（必要事項をご記入下さい。）  

②現在所持する旅券の顔写真ページ（訂正部分のある方は訂正ページ）及び豪州査証の写

し各１部（これまでに旅券の発給を受けたことの無い方は不要です。） 

※旅券の有効期間が過ぎていても上記写しは必要です。豪州査証がオンライン登録され，

旅券に貼付されていない方は，査証の内容を印刷の上，同封して下さい。 

③返信用切手及び封筒（Ａ４サイズ以上の大きさの封筒に宛先を記載し，＄１．２０分の切手

を貼付して下さい。） 

（２）申請 

当館から返送した申請書等に必要事項を記入の上、必要書類とともに当館領事部まで送付

して下さい(平成２４年２月２４日(金)当館必着。申請書の請求とお間違えのないようお願いしま

す)。必要書類は「旅券を事前申請し当日会場で受領する場合に必要な書類等一覧」のとおり

です。 

なお，今回から，旅券作成システムの変更に伴い，「切替新規申請」および「訂正新規申請」

については，新旅券の発効日を交付日（一日総領事館当日）とすることができるようになりまし

た。これまで，当館にて事前に新旅券を作成すると同時に現旅券を失効させる必要がありまし

たが，今般の変更に伴い，現旅券が有効なままで新旅券を当日受け取ることができます。その

代わりに，郵送による申請を「仮受付」とし，当日来館できなかった場合には当該申請を取り下

げることとする旨の同意書へのご署名・提出が必要となります。同意書は，当館から返送する

申請書等とともに同封いたしますので，ご署名・返送をお願いいたします。 

（３）旅券申請用写真の規格 

（ア）縦45mm×横35mm（ふちなし。頭（顔）は頭頂から顎までが34±2mm。） 

（イ）6ヶ月以内に撮影したもの  （ウ）正面，無帽，無背景 

（エ）カラーでも白黒でも可   （オ）鮮明であること（焦点が合っていること） 



（カ）眼鏡のレンズに光が反射していないもの  

（キ）サングラス，マスク及び前髪などが目を隠すなど顔が確認しにくくないもの  

 

２ 受領 

（１）事前に申請書を提出された方は，当日新旅券を受領できます。 

受領の際は、必ず旅券名義人本人が，現旅券（有効期限が切れていても必要）を持参して

下さい。これまでに旅券の発給を受けたことのない方は，本人確認の可能な写真付身分証明

証（豪州旅券，運転免許書等）原本と写し１部を持参して下さい。 

手数料については一覧表のとおりです。現金のみの取り扱いとなりますので，お手数ですが，

釣銭のないようあらかじめご準備願います。 

（２）機械読み取り式でない旧型旅券（顔写真が貼付式のもの）をＩＣ旅券に変更される方で郵送で

の交付を希望される方 

ラージサイズの書留郵便封筒(Prepaid Large-sized Registered Post Envelope:４.９0ドル)を

郵便局で購入の上，切手代（本人宛配達証明料金）７.７０ドルと共に，当日持参して下さい。郵

送交付には１～２週間を要します。なお，郵送で旅券を受領した後は，必ず同封の受領証に署

名し，当館まで返送下さい。 

 

３ 一日総領事館当日での申請受付 

機械読み取り式でない旧型旅券（顔写真が貼付式のもの）からＩＣ旅券に変更される方を除き，

一日総領事館で受け付けた申請については，ご本人が当館までお越しの上，直接受領いただく

必要があります。なお，旅券作成システムの変更に伴い，発効日と交付日を同一日とすることが

できるようになったことから，ご来館の日時を事前にご相談させていただく必要がありますので，ご

理解とご協力をお願いいたします。 

必要書類は「当日会場で申請する場合に必要な書類等一覧」のとおりです。申請書は，当日会

場で入手できますが，郵送による事前入手も可能です。郵便にて申請書をご請求下さい。 

なお，当館では，南オーストラリア州から当館にお越しになり，午前１１時までに当館窓口で申

請書を提出された方に，可能な限り同日夕方（１６時まで）から翌日に旅券を交付しております。 



旅券を事前申請し当日会場で受領する場合に必要な書類等一覧 

＊四角で囲まれている書類（例：旅券）は写しが必要です。 

（注）個別の事情により追加的な書類が必要となる場合があります。 

種類 必要書類等 申 請 要 領 等 

新規 

発給 

(1) 一般旅券発給申請書 1 通 

(2) 写真（縦 45mm×35mm，無帽及び無背景

で 6 ヶ月以内に撮影したもの） １葉 

(3) 同意書１通 

(4)戸籍謄本（抄本） （申請時から過去 6 ヶ月

以内に発給されたもの） 1 通 

(5) 現在所持する旅券の顔写真頁の写し（有

効期限が過ぎていても必要。初めて発給申請

する場合は除く。）及び豪州査証の写し各１

通 

(6) 多重国籍者は，当該国の旅券又は出生

証明書の写し１通 

(7) 国際結婚している場合は婚姻証明書の

写し１通 

(8)国際結婚し配偶者の姓の別名併記を希望

する場合や非ヘボン式表記を希望する場合

は，非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書 

(1)  初めて旅券を申請する時，有効な旅券を所持し

ていない時，有効な旅券は所持しているけれども氏

名等の戸籍記載事項を変更した方で新規発給を希

望する場合に申請できます。 

(2) 20 歳以上の方は，10 年若しくは 5 年旅券のいず

れかを選択することができます（20 歳未満の方は 5 年

旅券のみ）。 

(3) 未成年者は保護者の承認（同意書又は申請書裏

面に署名）が必要です。 

(4) 手数料（旅券を受領する際にお支払い下さい。） 

 10 年旅券 １９８.００豪ドル 

  5 年旅券 １３６.００豪ドル(12 歳未満７４.００豪ドル)

切替 

発給 

(1) 一般旅券発給申請書 1 通 

(2) 写真 （縦 45mm×横 35mm，無帽及び無

背景で 6 ヶ月以内に撮影したもの） 1 葉 

(3) 同意書 １通 

(4) 現在所持する有効な旅券の顔写真頁及

び豪州査証の写し各１枚 

(5) (戸籍記載事項に変更がある場合)戸籍謄

（抄）本１通 

（注）本籍地都道府県が変更となった場合に

は，以下の「記載事項の訂正」及び新規発給

の項目を参照して下さい（いずれの手続きも

可能です）。 

(1) 旅券の有効期間が１年未満になった時（但しＩＣ旅

券への切り替えはいつでも可能）， 査証欄の余白が

無くなった場合で，切り替えを希望する時に申請でき

ます。 

(2) 20 歳以上の方は，10 年若しくは 5 年旅券のいず

れかを選択することができます（20 歳未満の方は 5 年

旅券のみ）。 

(3) 未成年者は保護者の承認が必要です（同意書又

は申請書裏面に署名）。 

(4) 手数料（旅券を受領する際にお支払い下さい。） 

10 年旅券 １９８.００豪ドル 

 5 年旅券 １３６.００豪ドル(12 歳未満７４.００豪ドル) 

記載

事項

の訂

正 

(1) 一般旅券訂正申請書 

(2) 変更後の戸籍謄(抄)本 （申請時から過

去 6 ヶ月以内に発給されたもの） 1 通 

(3) （氏名の非ヘボン式表記を希望する場

合，別名併記を希望する場合）非ヘボン式ロ

ーマ字氏名表記等申出書１通及びスペルを

確認できる書類の原本又は写し（婚姻証明

書，出生証明書等）１通 

(4) 現在所持する旅券の顔写真頁の写し１枚

(1) 氏名，本籍に変更が生じた場合，国際結婚による

別名併記の場合。 

(2) 別名併記を希望する場合は，正当な理由（婚姻

等）が必要であり，スペルの確認ができる書類（婚姻

証明書，出生証明書等）１通が必要です。 

(3) 非ヘボン式ローマ字表記は，戸籍上の姓又は名

が外国名（カタカナ名）で表示された場合のみに可能

で，スペルを確認できる書類（外国旅券，出生証明書

等）の写し１通が必要。 

(4) 手数料（旅券を受領する際にお支払い下さい。） 

 １１.００豪ドル  

査証欄 

の増補 

(1) 一般旅券査証欄増補申請書 

(2) 現在所持する旅券の顔写真頁の写し１枚

(1) 増補は一回限り。 

(2) 手数料（旅券を受領する際にお支払い下さい） 

  ３１.００豪ドル 



当日会場で申請する場合に必要な書類等一覧(受領は総領事館（メルボルン）) 

＊四角で囲まれている書類（例：旅券）は写しが必要です。予め写しを用意し御持参下さい。 

（注）個別の事情により追加的な書類が必要となる場合があります。

種類 必要な書類等 申 請 要 領 等 

新規 

発給 

(1) 一般旅券発給申請書 1 通 

(2) 写真（縦 45mm×横 35mm，無帽及び無背

景で 6 ヶ月以内に撮影したもの） １葉 

(3) 同意書１通 

(4) 戸籍謄本（抄本） （申請時から過去 6 ヶ月

以内に発給されたもの） 1 通 

(5) 現在所持する旅券（有効期限が過ぎてい

ても必要。初めて発給申請する場合は除く） 

(6) 多重国籍者は，当該国の旅券又は出生

証明書の原本とその写し１通 

(7) 国際結婚している場合は婚姻証明書の

原本とその写し１通 

(8)国際結婚し配偶者の姓の別名併記を希望

する場合や非ヘボン式表記を希望する場合

は，非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書 

(1) 初めて旅券を申請する時，有効な旅券を所持し

ていない時，有効な旅券は所持しているけれども氏

名等の戸籍記載事項を変更した方で新規発給を希

望する場合に申請できます。 

(2) 20 歳以上の方は，10 年若しくは 5 年旅券のいず

れかを選択することができます（20 歳未満の方は 5

年旅券のみ）。 

(3) 未成年者は保護者の承認が必要です（同意書

又は申請書裏面に署名）。 

(4) 発給には休館日を除き約１週間を要します。発

行日より 6 ヶ月以内に受領して頂く必要があります。

(5) 手数料（申請時にお支払い下さい。） 

 10 年旅券 １９８.００豪ドル 

 5 年旅券 １３６.００豪ドル(12 歳未満７４.００豪ドル) 

切替 

発給 

(1) 一般旅券発給申請書 1 通 

(2) 写真 （縦 45mm×横 35mm，無帽及び無

背景で 6 ヶ月以内に撮影したもの） 1 枚 

(3) 同意書１通 

(4) 現在所持する有効な旅券 

(5) (戸籍記載事項に変更がある場合)戸籍謄

（抄）本１通 

（注）本籍地都道府県が変更となった場合に

は，以下の「記載事項の訂正」及び新規発給

の項目を参照して下さい（いずれの手続きも

可能です）。 

(1) 旅券の有効期間が１年未満になった時（但し，ＩＣ

旅券への切り替えはいつでも可能）， 又は査証欄

の余白が無くなった場合で，切り替えを希望する時

に申請できます。 

(2) 20 歳以上の方は，10 年若しくは 5 年旅券のいず

れかを選択することができます（20 歳未満の方は 5

年旅券のみ）。 

(3) 未成年者は保護者の承認が必要です（同意書

又は申請書裏面に署名）。 

(4) 発給には休館日を除き約１週間を要します。発

行日から 6 ヶ月以内に受領して頂く必要があります。

(5) 手数料(申請時にお支払い下さい。) 

10 年旅券 １９８.００豪ドル 

 5 年旅券 １３６.００豪ドル(12 歳未満７４.００豪ドル)

記載事

項の訂

正 

(1) 一般旅券訂正申請書 

(2) 変更後の戸籍謄(抄)本 （申請時から過

去 6 ヶ月以内に発給されたもの）  1 通 

(3)(氏名の非ヘボン式表記を希望する場合，

別名併記を希望する場合)非ヘボン式ローマ

字氏名表記等申出書１通，スペルを確認でき

る書類（婚姻証明書，出生証明書等）の原本

及び写し１通 

(4) 現在所持する旅券 

(1) 氏名，本籍に変更が生じた場合，国際結婚によ

る別名併記の場合。 

(2) 別名併記を希望する場合は，正当な理由（婚姻

等）で，スペルの確認ができる書類（婚姻証明書，出

生証明書等）の原本とその写し１通が必要です。 

(3) 非ヘボン式ローマ字表記を希望する場合は，戸

籍上の姓又は名が外国名（カタカナ名）で表示され

ている場合のみに可能で，スペルを確認できる書類

（外国旅券，出生証明書等）の原本とその写し１通

が必要。 

(4) 手数料 １１.００豪ドル 

査証欄 

の増補 
(1) 一般旅券査証欄増補申請書 

(2) 現在所持する旅券 

(1) 増補は一回限り。 

(2) 手数料(申請時にお支払い下さい) ３１.００豪ドル




